
 

 

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 

公 益 社 団 法 人  全 国 シ ル バ ー シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 事 業 協 会  
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 ※ シルバー人材センター用で整理した概要 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定受託者に係る取引の適正化に関する法律 

（フリーランス・事業者間取引適正化法） 

３ 
就業環境
の整備 

①募集情報の的確（正確かつ最新な内容）表示義務 

②シルバー会員が育児介護等と両立して「継続的業務委託」業務が行える

必要な配慮義務 

③シルバー会員に対するハラスメント対策に係る体制整備義務 

④中途解除等の事前予告（30日前）・理由開示義務 

(１)取引条件の明示義務 
書面または電磁的方法により、直ちに「取引条件の明示」をしなければ

ならない。 

①「業務の内容」 ②「報酬の額」 ③「支払期日」 

④「発注事業者・フリーランス（シルバー会員氏名）の名称」 

⑤「業務委託をした日」 

⑥「給付を受領／役務提供を受ける日」（就業日） 

⑦「給付を受領／役務提供を受ける場所」（就業先） 

 

(２)期日における報酬支払い義務 
特定受託事業者（シルバー会員）の給付を受領した日から60日以内の

支払期日を設定し、支払わなければならい。 

 

(３)発注事業者の禁止行為 
①シルバー会員の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること 

②シルバー会員の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること 

③シルバー会員の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと 

④通常相場に比べ著しく低い報酬額を不当に定めること 

⑤正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること 
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対象とな

る当事者 

(1)特定受託事業者 ➡ シルバー会員 (業務委託の相手方である事業者) 

(2)特定業務委託事業者 ➡ 発注者様（特定受託事業者に業務委託をする

事業者） 

趣 旨 


